
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２ ０ ２ ０ 年 1 1 月 1 ４ 日 

第２４号（通巻１６８号） 

発 行 責 任 者  市 川 勝 則 

編 集 者  教 育 ・ 広 報 部 

基準内賃金の 2.2 ヵ月分？？ 

団体交渉の中で『３．０ヵ月満額支払う体力は十分ある』と言っていたのに・・・ 

これが会社の言う『安定支給』『業績連動ではない』という事なの？？ 
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3か月 

2か月 

1か月 

年末手当の推移！！ 


